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処分の概要 工事費用の受益者への負担命令

法 令 名

根 拠 条 項
河川法 第100条において準用する第70条第1項

法 令 番 号 昭和39年法律第167号

【基準】

法第70条の規定による。

(受益者負担金)

第70条 河川管理者は、河川工事により著しく利益を受ける者がある場合においては、その利

益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることが

できる。

2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、国土

交通大臣が負担させるものにあつては政令で、都道府県知事が負担させるものにあつては

当該都道府県知事が統轄する都道府県の条例で定める。
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